
樹木医補について 
２０１２年８月２２日 

信州大学農学部 
 

概要	 

	 樹木医補は，樹木学や植物病理学，森林生態学などの基礎的な知識・技術を

大学等で習得した学生を対象に，樹木医資格取得の門戸を開くための資格制度

です。具体的には，樹木医資格取得のための業務経験が７年から１年に短縮さ

れます。同時に，松保護士資格取得のための業務経験が５年から１年に短縮さ

れます。 
	 信州大学農学部は平成２４年度８月２０日付で樹木医補資格養成機関として

認定されました。これに伴い，平成２４年度以降の卒業生のうち，樹木医補履

修科目で要求される単位を取得した学生は，（財）日本緑化センターに申請する

ことで，樹木医補に認定されます。 
＊	 平成２３年度以前の卒業生は単位を取得していても申請できません。 
＊	 資格申請の要件として，養成機関を卒業していることが挙げられているため，在学

中の申請はできません。 

 
資格認定の手続き	 

	 （財）日本緑化センターに，申請書，卒業証明書，成績証明書，認定手数料

の振込証明の写しの４つを送付してください。申請期間は４月，１０月の年２

回です。 
＊	 （財）日本緑化センターのホームページで最新情報を確認してください。 

＊	 申請の際には別紙の鑑を付けてください。 

 
樹木医補履修科目	 

	 分野別科目対応表に掲げた科目のうち，講義については６分野以上１４単位

以上，実験・実習については４分野４科目以上を履修し，単位を修得すること

が必要です。 
＊	 他コースの講義・実習も認定科目の対象となります。 
＊	 他コースの実習や演習を受講する場合，主担当の教員に事前に相談して承認を得る

ことが必要です。定員を上回る場合，受講できない可能性があります。 



＊	 「樹木医総合演習」は平成２４年度以降の入学生を対象としています。平成２３年

度以前に入学した学生は履修登録ができないので注意してください。 
＊	 平成２４年度卒業生であれば，在学中に必要な単位が不足した場合であっても，卒

業後に科目聴講生の制度等を活用して単位を補充すれば，申請要件を満たせます。

この場合，信州大学以外の養成機関で単位取得を行うことも可能です。ただし養成

機関によって科目対応表は異なりますので，必要に応じて各養成機関に問い合わせ

てください。 
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（財）日本緑化センター	 	 樹木医係 
 
 

申請年月日 平成	 	 年	 	 年	 	 日 
    申請者氏名 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
 
 
私は平成	 	 年３月，信州大学農学部（森林科学科・	 	 	 	 	 	 	 コース）

において所定の単位を取得し，卒業いたしました。樹木医補の認定申請にあた

り，下記の書類等を同封いたしますので，よろしくご精査願います。 
 
 
 
□	 樹木医補認定申請書 
□	 成績証明書 
□	 卒業証明書 
□	 認定手数料の振込表またはその写し 
 
 
 
 


